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事業着手路線（区間）表示図
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短期：令和 3 年度から 7 年度までの５年間／中期：令和 8 年度から 12 年度までの５年間／長期：令和 13 年度以降 

＜＜高い    事業の実現性     低い＞＞ 

今後 10 年以内に着手が困難 今後 10 年以内に着手が可能 

短期着手 中期着手 長期着手 

事業の妥当性（費用便益比※） 

費用便益比 1.0 未満 費用便益比 1.0 以上 
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価
） 

市民の視点 

交流を促進し活力と賑いを

『つくる』 

1. 交通の利便性 

2. 広域的な連携の強化 

3. 地域産業活動への寄与 

魅力ある都市機能を備えた 

拠点と地域を『つなげる』 

4. 地域の活性化 

5. 市内地域間 

ネットワークの構築 

6. 魅力あるまちづくり 

安全安心で快適な暮らしを 

『まもる』 

7. 災害に強いまちづくり 

8. 安心できる暮らしへの寄与 

9. 安全な交通環境の確保 

改善度･重要度評価順位 

高い【概ね１／３路線（区間）】 低い 

市民アンケート調査結果から、9 つの道路機能の現状の改善度及び
今後の整備重要度に市民の視点を反映して、路線（区間）を評価 

評価対象路線ごとに、整備により 9 つの道路機能の向上が図られるか確認 

※費用便益比とは 

公共事業の評価で主とし
て使われる指標です。 
「事業に要した費用の総
計：C」と「事業から発
生した便益を貨幣換算し
たものの総計：B」を対
比し、B/C の値が１.0 以
上であれば、総便益が総
費用より大きいことか
ら、その事業は妥当なも
のと評価されます。 
便益とは、「走行時間短
縮」、「走行経費減少」、「交
通事故減少」を貨幣換算
したものになります。 

道路整備プログラムとは 

道路整備プログラムは、上位計画や市民アンケート等との整合を図りながら、市内主要道路の整備
の有効性や事業性について客観的に評価し、整備の優先順位と今後 10 年間の整備時期の目標を示す
ものです。今後は、このプログラムに基づいて整備を進めますが、社会情勢や財政状況の変化に対応
しながら、プログラムの見直しを行っていきます。 

道路整備プログラム策定方法 

以下に示す路線を対象に事業着手時期を検討し、今後 10 年以内に事業着手する路線を整理します。 
A）静岡県または藤枝市が主体となって整備を行う都市計画道路 
B）藤枝市が整備の必要性を検討している 1 級市道、2 級市道 
C）上記対象路線のうち、「未整備」に該当する路線 

まず、現在の道路環境に対する「改善度･重要度」を評価します。次に、評価点数の高い路線を対
象に「実現性」を評価し、事業着手時期を「短期／中期／長期」に分類します。 

 

評価対象路線（区間） 

政策的視点 

 政策上の重要度 
 継続性 
 他機関等との調整 
 事業実施環境 

 

    

今後 10 年間に事業着手する路線 

◎短期着手路線（区間） 

番号 区分 路線名 区間 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 事業主体 

1 都市計画道路 志太中央幹線 
郡（旧国道 1 号） 
～立花 2 丁目（県道大富藤枝線） 

25～29 240 静岡県 

2 都市計画道路 志太中央幹線 立花 2 丁目～城南 22～29 700 藤枝市 

3 都市計画道路 志太中央幹線 城南～築地 22 890 静岡県 

8 都市計画道路 小川島田幹線 
焼津市境（焼津市中新田） 
～高柳 

25 1,050 未定 

◎中期着手路線（区間） 

番号 区分 路線名 区間 幅員（ｍ） 延長（ｍ） 事業主体 

7 都市計画道路 志太中央幹線 大新島～大東町 25～27 620 未定 

14 都市計画道路 三輪立花線 下当間～平島 16 1,490 藤枝市 

17 都市計画道路 大覚寺藤岡線 平島～水守 16 660 藤枝市 

18 一級市道 藤枝葉梨線 
五十海 2 丁目・若王子 3 丁目 
～時ケ谷 

12 1,400 藤枝市 

※事業着手時期等は現時点における目標であり、社会情勢、政策的な重要度、
市の財政状況および用地取得状況等により変更する場合があります。 

事業着手済みの路線 

ＩＤ 区分 路線名称 区間 事業主体 

A 都市計画道路 志太北幹線（国道１号藤枝バイパス） 上薮田～仮宿 国土交通省 

B 都市計画道路 志太北幹線（国道１号藤枝バイパス） 谷稲葉～上薮田 国土交通省 

C 都市計画道路 志太北幹線（国道１号藤枝バイパス） 谷稲葉 国土交通省 

D 都市計画道路 志太北幹線（国道１号藤枝バイパス） 仮宿～潮  国土交通省 

E 都市計画道路 焼津広幡線（主要地方道 焼津森線） 下当間 ～上当間 静岡県 

F 都市計画道路 志太中央幹線（一般県道 伊久美藤枝線） 天王町 3 丁目～郡 静岡県 

G 一般県道 伊久美藤枝線 西方～北方 静岡県 

H 主要地方道 藤枝黒俣線 瀬戸ノ谷 静岡県 

I 一般県道 蔵田島田線 瀬戸ノ谷 静岡県 

J 都市計画道路 天王町仮宿線（一般市道 5 地区 405 号線） 潮  藤枝市 

K 都市計画道路 天王町仮宿線（一般市道 5 地区 405 号線） 仮宿 藤枝市 

L 二級市道 村良カコメン道下線 岡部町村良 藤枝市 

M 一級市道 八幡潮線 八幡～潮 藤枝市 

N 二級市道 時ケ谷押切線 時ケ谷 藤枝市 

O 一般県道 上青島焼津線 上青島 静岡県 

P 二級市道 高柳大富線 高柳～兵太夫 藤枝市 

Q 一般県道 高洲和田線 高洲一丁目～高柳 静岡県 

R 二級市道 仮宿下付田高田線 仮宿～高田 藤枝市 

 


